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1.高齢者の人権問題

2.利用者の権利擁護とは

3.三重県の介護施設の虐待

4.本当に施設において権利擁護が出来るのか



人権とは

誰もが生まれながらにして持っている

人間らしく、自分らしく生きることの

できる権利のこと



高齢者の人権問題

虐待、差別、経済的搾取など

「ある、職員の発言」



大崎は聞いた

• 利用者「◎△＄♪×￥●＆％＃？！」

• 職員「何言ってるのかわからない。しっかりと

日本語で話して！」

利用者の紹介：片麻痺で言語障害がある

外国にルーツを持つ2世



そもそも権利擁護って？

• 権利擁護とは

個人や団体が自らの権利を守り、支援が

必要な利用者の権利や尊厳を守ること



具体的には

• 権利の代弁:利用者の意見や希望を尊重し、彼
らの権利を守るために行動すること。

• 法的・社会的権利の保護:法律に基づく権利だ
けでなく、社会的・倫理的な権利も含まれ、平等
な権利の享有を確保すること。

• 自立支援:支援が必要な人々が自立した生活を
送れるよう、福祉サービスの利用や生活環境の
改善を通じて支援すること。





大崎は見た

認知症フロアで使用
する物品にシールで

「認知」

と印字されていた

認知



考えてみよう

• この図はどのような意味を持っている

ものか？



大崎が見た利用者のベッド上に

• ある施設に貼ってあった張り紙



高齢者に対して
人権上問題があると思うこと

・悪徳商法の被害者が多いこと 54.3％

・高齢者を邪魔者扱いし，つまはじきにすること

45.2％

・働ける能力を発揮する機会が少ないこと

41.7％

・病院での看護や養護施設において劣悪な処

遇や虐待をすること 41.7％

・経済的に自立が困難なこと 39.8％



【尊厳】 高齢者は

•尊厳及び保障を持って，肉体的・精神的虐待から
解放された生活を送ることができるべきである。

•年齢，性別，人種，民族的背景，障害等に関わら

ず公平に扱われ，自己の経済的貢献に関わらず
尊重されるべきである

三重県 「人権擁護に関する世論調査」参照ホー
ムページ：http://survey.gov-online.go.jp/h19/h19-
jinken/index.html



高齢者虐待防止法とは

• 虐待防止法による定義

（1）養護者による高齢者虐待

（養護者とは、「高齢者を現に養護する者で

あって養介護従事者以外の者」家族、親

族、同居人等

（２）養介護施設従事者等による高齢者虐待



全国的に見て、
養介護従事者虐待は増加



高齢者虐待の定義

• 身体的虐待

• 介護・世話の放棄・放任

• 心理的虐待

• 性的虐待

• 経済的虐待



身体拘束の法的根拠

介護保険施設等における身体拘束は、平成１２年
の介護保険制度の施行とともに、原則禁止とされ、

平成１８年４月には介護保険法が改正され、高齢
者の「尊厳の保持」が明確に規制されるとともに
「高齢者虐待防止法」が制定された。

これにより、介護保険施設等の運営基準により禁
止をされている身体拘束を高齢者虐待に該当



身体拘束も高齢者虐待

高齢者虐待は当然してはならないと
いう意識は大きい

身体拘束になると「仕方ないのでは」

という認識がある

＊緊急やむを得ない場合を除く・・・



令和5年度三重県における
高齢者虐待の実態



令和5年度中の高齢者虐待に
かかる相談・通報受理件数（市町別）

・



令和5年度中の高齢者虐待にかかる
相談・通報受理件数の内訳



養介護施設従事者等による虐待に
かかわる相談・通報の相談・通報者別内訳



施設・事業所および虐待の種別及び原因

〇事実確認を行った事例44件のうち、
虐待を受けた又は受けたと思われた事例・・・12件
被虐待者数・・・・21人
〇虐待があった施設・事業所のサービス種別
「特別養護老人ホーム」・・・・2件
「有料老人ホーム」・・・・7件
〇虐待種別
「身体的虐待」・・・・18人
「介護等放棄」・・・・１人
「心理的虐待」・・・・4人
「経済的虐待」・・・・2人（複数種別あり）。



施設・事業所および虐待の種別及び原因

• 事実確認を行った事例４８件のうち、
虐待を受けたと判断した事例は８件
被虐待者数は６８人

・ 虐待があった施設・事業所のサービス種別
「特別養護老人ホーム」が４件
「住宅型有料老人ホーム」が２件
「短期入所施設」「その他」が各１件

・ 虐待種別
「介護等放棄」が５０人
「身体的虐待」が２５人
「心理的虐待」が１人です （複数種別あり）



養介護施設従事者等による高齢者虐待

• 相談・通報件数

４８件（前年度比 １４件増）

• 虐待判断件数

８件（前年度比 ３件増）



施設・事業所および虐待の原因

虐待を受けたと判断した事例８件

【発生要因】

「虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意
識の不足」・・・６件

「高齢者介護や認知症ケア等に関する知識・技
術不足」が５件、職員の「倫理観・理念の欠
如」 ・・・３件（複数回答）



高齢者虐待に対して取った措置

• 施設等に対する指導・・・・12件

• 施設等からの改善計画の提出依頼・・・・19件

• 従事者等への注意・指導・・・・9件



高齢者虐待と不適切ケア



大﨑自身の事例

• Aさん ７０代 男性 寝たきり

ドイツの介護研修での出来事

「あなたの技術は権利を奪う技術」

「だから、口ばかりの自立支援は嫌い」



成功事例

• ICFに基づいた記録の徹底

• 介護技術コンテスト参加

• 老施協での発表

• 地域の方々に施設開放（子ども・BCP）



高齢者の人権

• 人は人間として尊重され、自分らしく尊厳

ある生活を送ることができる権利を生まれな

がらにして持っている



• 高齢者に対する虐待は人権侵害にあたる

• 虐待が防止されなければならないことは

当然のこと

法で規定されているからではない
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